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(57)【要約】
【目的】本発明は、目標に照射された送信波が反射して
生じた反射波を解析することによって、その目標の距離
や散乱特性を観測する目標観測装置に関し、目標との相
対的な距離および速度の如何にかかわらず、構成が複雑
化することなく、その距離や目標の散乱特性を観測でき
ることを目的とする。
【解決手段】目標に放射された送信波が前記目標で反射
することによって生じた反射波を受信し、前記送信波に
対する前記反射波の遅れとして前記目標の相対距離を求
める測距手段と、前記反射波の遅延プロファイル上に前
記遅れの識別が可能な電力の成分が分布する期間を最小
化する自動制御の下で、前記送信波のレベルを制限する
送信制御手段とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　目標に放射された送信波が前記目標で反射することによって生じた反射波を受信し、前
記送信波に対する前記反射波の遅れとして前記目標の相対距離を求める測距手段と、
　前記反射波の遅延プロファイル上に前記遅れの識別が可能な電力の成分が分布する期間
を最小化する自動制御の下で、前記送信波のレベルを制限する送信制御手段と
　を備えたことを特徴とする目標観測装置。
【請求項２】
　目標に放射された送信波が前記目標で反射することによって生じた反射波を受信し、前
記送信波に対する前記反射波の遅れとして前記目標の相対距離を求める測距手段と、
　前記反射波の遅延プロファイルが分布する時間軸上の期間または前記期間の幅を前記目
標における前記送信波の散乱の程度として識別する散乱特性識別手段と、
　前記識別された散乱の程度が小さいほど前記送信波のレベルを小さな値に制限する送信
制御手段と
　を備えたことを特徴とする目標観測装置。
【請求項３】
　目標に放射された送信波が前記目標で反射することによって生じた反射波を受信し、前
記送信波に対する前記反射波の遅れとして前記目標の相対距離を求める測距手段と、
　前記送信波と前記反射波とのレベルの差と前記相対距離に応じた前記送信波および前記
反射波の伝搬損失との差、前記反射波の遅延プロファイルが分布する時間軸上の期間また
は前記期間の幅との組み合わせを前記目標における前記送信波の散乱の程度として識別す
る散乱特性識別手段と、
　前記識別された散乱の程度が小さいほど前記送信波のレベルを小さな値に制限する送信
制御手段と
　を備えたことを特徴とする目標観測装置。
【請求項４】
　目標に放射された送信波が前記目標で反射することによって生じた反射波を受信し、前
記送信波に対する前記反射波の遅れとして前記目標の相対距離を求める測距手段と、
　前記送信波と前記反射波とのレベルの差と前記相対距離に応じた前記送信波および前記
反射波の伝搬損失との差、前記反射波の遅延プロファイルが分布する時間軸上の期間と、
前記期間の幅との組み合わせを前記目標における前記送信波の散乱の程度として識別する
散乱特性識別手段と、
　前記識別された散乱の程度が小さいほど前記送信波のレベルを小さな値に制限する送信
制御手段と
　を備えたことを特徴とする目標観測装置。
【請求項５】
　目標に放射された送信波が前記目標で反射することによって生じた反射波を受信する受
信手段と、
　前記反射波の遅延プロファイルが分布する時間軸上の期間または前記期間の幅を前記目
標における前記送信波の散乱の程度として識別する散乱特性識別手段と
　を備えたことを特徴とする目標観測装置。
【請求項６】
　目標に放射された送信波が前記目標で反射することによって生じた反射波を受信する受
信手段と、
　前記送信波と前記反射波とのレベルの差と、前記反射波の遅延プロファイルが分布する
時間軸上の期間または前記期間の幅との組み合わせを前記目標における前記送信波の散乱
の程度として識別する散乱特性識別手段と
　を備えたことを特徴とする目標観測装置。
【請求項７】
　目標に放射された送信波が前記目標で反射することによって生じた反射波を受信する受
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信手段と、
　前記送信波と前記反射波とのレベルの差と、前記反射波の遅延プロファイルが分布する
時間軸上の期間と、前記期間の幅との組み合わせを前記目標における前記送信波の散乱の
程度として識別する散乱特性識別手段と
　を備えたことを特徴とする目標観測装置。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、目標に照射された送信波が反射して生じた反射波を解析することによって、
その目標の距離や散乱特性を観測する目標観測装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　レーダ装置は、地表や海面のように面的に分布する目標の種類や距離を観測するために
様々な分野で用いられている。このようなレーダ装置の内、例えば、ＦＭ－ＣＷ方式のレ
ーダ装置は、目標の位置が変化し得る範囲が既知である場合にレンジ幅を無用に大きく設
定することなく、効率的に測距や測位を反復できるために、航空用の電波高度計や船舶用
の接岸速度計等に採用されている。
【０００３】
　図８は、ＦＭ－ＣＷ方式が適用されたレーダ装置の構成例を示す図である。
　図において、発振器３１の出力は方向性結合器３２の入力に接続され、その方向性結合
器３２の一方の出力は電力制御器３３を介して送信アンテナ３４Ｔの給電点に接続される
。方向性結合器３２の他方の出力は周波数変換器３５の局発入力に接続され、その周波数
変換器３５の入力には受信アンテナ３４Ｒの給電点が接続される。周波数変換器３５の出
力は中間周波増幅器３６を介してディスクリミネータ３７、検波器３８およびレベル判定
器３９の入力に接続され、その検波器３８の出力は電力制御器３３の第一の制御入力に接
続される。レベル判定器３９の出力には警報信号が出力され、かつディスクリミネータ３
７の出力は、積分器４０を介して鋸波発生器４１の入力に接続される。鋸波発生器４１の
一方の出力は発振器３１の変調入力に接続され、その鋸波発生器４１の他方の出力はプロ
セッサ４２の対応する入力ポートに接続される。プロセッサ４２の第一の出力ポートは電
力制御器３３の第二の制御入力に接続され、そのプロセッサ４２の第二の出力ポートには
、高度データが出力される。
【０００４】
　このような構成のレーダ装置では、発振器３１は、鋸波発生器４１によって生成された
鋸波の瞬時値に応じて周波数が直線的に変化する無線周波信号を生成する。その無線周波
信号は、方向性結合器３２を介して電力制御器３３に引き渡され、この電力制御器３３に
よって設定されるレベルの送信波として送信アンテナ３４Ｔから地表に向けて放射される
。さらに、このような送信波は、地表で反射し、受信アンテナ３４Ｒに受信波として到来
する。
【０００５】
　周波数変換器３５は、受信アンテナ３４Ｒに到来した受信波を取り込み、発振器３１か
ら方向性結合器３２を介して与えられる無線周波信号（既述の送信波に相当する。）に基
づいてこの受信波を周波数変換することにより、周波数が送信波と受信波とのビート周波
数ｆｂに等しい中間周波信号を生成する。ディスクリミネータ３７は、中間周波増幅器３
６を介して与えられる中間周波信号の周波数を弁別することにより、地表に対する送信ア
ンテナ３４Ｔ（受信アンテナ３４Ｒ）の高度に比例した瞬時値の復調信号を生成する。こ
の復調信号は、積分器４０によって瞬時値が平滑（積分）されつつ鋸波発生器４１に帰還
される。鋸波発生器４１は、このようにして帰還される復調信号の瞬時値の平均値に応じ
て既述の鋸波の周期を可変することにより、その鋸波の瞬時値の先頭値を上記中間周波信
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号の周波数ｆｂに比例した値に維持し、かつ上記高度の変化に対する応答の高速性や測定
精度を確保する。
【０００６】
　プロセッサ４２は、上記鋸波の瞬時値の先頭値を既述の高度に換算して電力制御器３３
に引き渡し、その高度を示す高度データを出力する。
　一方、レベル判定器３９は、中間周波増幅器３６によって与えられる中間周波信号のレ
ベルが規定の下限値を下回るか否かの判定を行い、その判定の結果を示す警報信号を出力
する。
【０００７】
　また、検波器３８は、上記中間周波信号を平滑することによりその中間周波信号のレベ
ルの平均値を求め、その平均値を電力制御器３３に引き渡す。
　電力制御器３３は、このような平均値と、既述の通りにプロセッサ４２によって引き渡
された高度との双方に適した値に、送信アンテナ３４Ｔから放射される送信波のレベルを
維持する。
【０００８】
　したがって、上述したレーダ装置によれば、広範な高度で飛行する航空機において、地
表に対する高度の計測が実現される。
【０００９】
　なお、本発明に関連した先行技術としては、以下に列記する発明がある。
(1) 「受信される反射信号の受信電力レベルを一定に保つように送信電力をフィードバッ
ク制御することにより、秘匿性の向上を図る」点に特徴がある電波高度計…特許文献１
(2) 「地表からの反射波の強度のゆらぎの分散が地表面の性質により異なることを利用し
て該地表面の種類を識別する」点に特徴がある地表識別装置…特許文献２
【００１０】
(3) 「所定数のサンプリング値から高度のフラクタル次元、及び散乱係数のフラクタル次
元の値がそれぞれ算出され、これらのフラクタル次元の値に基づいて、田、森、或いは市
街地等の地表面の種類を識別する」点に特徴がある地表識別装置…特許文献３
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開平５－３３３１３３号公報
【特許文献２】特許第３４９３０７４号公報
【特許文献３】特許第３５４２０８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上述した従来例では、搭載された航空機の対地速度が広範に変化し、あるいは計測対象
となる地表の地形が著しく急峻である場合には、受信波のレベルが急激に大きく増減し（
図９(1))、そのレベルの増加に応じて送信波のレベルを下げる処理（図９(2))は、既述の
積分器４０、鋸波発生器４１およびプロセッサ４２の応答、あるいは検波器３８の応答に
併せて、電力制御器３３の応答に所要する時間に亘って遅れ（図９(3))、結果として受信
波のレベルが下がってしまい（図９(4))測距が不可能となってしまう。
【００１３】
　しかし、このような処理の下で送信電力が低くなった時点で高度が元の小さな値に復帰
した場合には、送信波のレベルは、その高度の計測の実現のために確保されるべき値（図
９(5))より大幅に下回る（図９(6))可能性があった。
　また、ＦＭ－ＣＷ方式が適用された従来のレーダ装置では、地表までの高度は測定でき
ても、その地表の識別は、例えば、比較的高価であって複雑な構成が適用されなければ、
実現できなかった。
【００１４】
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　したがって、従来例では、地表の種類に応じた送信波のレベルの柔軟な可変は、コスト
、重量、体積等の制約により阻まれ、実現が難しかった。
【００１５】
　本発明は、目標との相対的な距離および速度の如何にかかわらず、構成が複雑化するこ
となく、その距離や目標の散乱特性を観測できる目標観測装置を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　請求項１に記載の発明では、測距手段は、面状に分布する目標に放射された送信波が前
記目標で反射することによって生じた反射波を受信し、前記送信波に対する前記反射波の
遅れとして前記目標の相対距離を求める。送信制御手段は、前記反射波の遅延プロファイ
ル上に前記遅れの識別が可能な電力の成分が分布する期間を最小化する自動制御の下で、
前記送信波のレベルを制限する。
　すなわち、送信波のレベルは、その送信波の反射波の遅延プロファイルが時間軸上で分
布する範囲が狭いほど小さな値に抑えられる。
【００１７】
　請求項２に記載の発明では、測距手段は、目標に放射された送信波が前記目標で反射す
ることによって生じた反射波を受信し、前記送信波に対する前記反射波の遅れとして前記
目標の相対距離を求める。散乱特性識別手段は、前記反射波の遅延プロファイルが分布す
る時間軸上の期間または前記期間の幅を前記目標における前記送信波の散乱の程度として
識別する。送信制御手段は、前記識別された散乱の程度が小さいほど前記送信波のレベル
を小さな値に制限する。
　すなわち、送信波のレベルの制限は、「反射波の遅延プロファイルが時間軸上で分布す
る期間の長さ」ではなく、その期間またはこの期間の長さに基づいて識別された目標の散
乱の程度に基づいて行われる。
【００１８】
　請求項３に記載の発明では、測距手段は、目標に放射された送信波が前記目標で反射す
ることによって生じた反射波を受信し、前記送信波に対する前記反射波の遅れとして前記
目標の相対距離を求める。散乱特性識別手段は、前記送信波と前記反射波とのレベルの差
と前記相対距離に応じた前記送信波および前記反射波の伝搬損失との差、前記反射波の遅
延プロファイルが分布する時間軸上の期間または前記期間の幅との組み合わせを前記目標
における前記送信波の散乱の程度として識別する。送信制御手段は、前記識別された散乱
の程度が小さいほど前記送信波のレベルを小さな値に制限する。
　すなわち、送信波のレベルの制限は、送信波および反射波の伝搬路における伝搬損失が
加味されて識別された目標の散乱の程度に基づいて行われる。
【００１９】
　請求項４に記載の発明では、測距手段は、目標に放射された送信波が前記目標で反射す
ることによって生じた反射波を受信し、前記送信波に対する前記反射波の遅れとして前記
目標の相対距離を求める。散乱特性識別手段は、前記送信波と前記反射波とのレベルの差
と前記相対距離に応じた前記送信波および前記反射波の伝搬損失との差、前記反射波の遅
延プロファイルが分布する時間軸上の期間と、前記期間の幅との組み合わせを前記目標に
おける前記送信波の散乱の程度として識別する。送信制御手段は、前記識別された散乱の
程度が小さいほど前記送信波のレベルを小さな値に制限する。
　すなわち、送信波のレベルの制限は、その送信波の反射波の遅延プロファイルが時間軸
上で分布する範囲と、この範囲の幅との双方に基づいて識別された目標の散乱の程度に基
づいて行われる。
【００２０】
　請求項５に記載の発明では、受信手段は、目標に放射された送信波が前記目標で反射す
ることによって生じた反射波を受信する。散乱特性識別手段は、前記反射波の遅延プロフ
ァイルが分布する時間軸上の期間または前記期間の幅を前記目標における前記送信波の散
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乱の程度として識別する。
　すなわち、目標における送信波の散乱の程度は、その目標の起伏のバラツキや反射波の
強度のバラツキではなく、該当する目標において送信波が反射することによって生じた反
射波の遅延プロファイルに基づいて識別される。
【００２１】
　請求項６に記載の発明では、受信手段は、目標に放射された送信波が前記目標で反射す
ることによって生じた反射波を受信する。散乱特性識別手段は、前記送信波と前記反射波
とのレベルの差と、前記反射波の遅延プロファイルが分布する時間軸上の期間または前記
期間の幅との組み合わせを前記目標における前記送信波の散乱の程度として識別する。
　すなわち、目標における送信波の散乱の程度は、その目標の起伏のバラツキや反射波の
強度のバラツキではなく、該当する目標において送信波が反射することによって生じた反
射波の遅延プロファイルに基づいて識別される。
【００２２】
　請求項７に記載の発明では、受信手段は、目標に放射された送信波が前記目標で反射す
ることによって生じた反射波を受信する。散乱特性識別手段は、前記送信波と前記反射波
とのレベルの差と、前記反射波の遅延プロファイルが分布する時間軸上の期間と、前記期
間の幅との組み合わせを前記目標における前記送信波の散乱の程度として識別する。
　すなわち、目標における送信波の散乱の程度は、その目標の起伏のバラツキや反射波の
強度のバラツキではなく、該当する目標において送信波が反射することによって生じた反
射波の遅延プロファイルに基づいて識別される。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、送信波のレベルは、上記目標の相対距離が多様に変化しても、その相
対距離の測定が可能である範囲で、なるべく小さな値に維持される。また、目標に対して
送信波が放射される密度が過大となることが回避されるため、消費電力およびランニング
コストの節減が図られ、しかも、目標およびその目標の周辺に位置する電子機器に対する
干渉や妨害の程度が軽減される。
【００２４】
　本発明では、目標の種類やその目標の表面の状態および気象状態等に柔軟に適応して送
信波のレベルの制限が実現される。
　本発明では、目標の相対距離が広範に変化し得る場合であっても、目標の種類やその目
標の表面の状態および気象状態等に対して柔軟に適応しつつ、送信波のレベルの制限が実
現される。
【００２５】
　本発明では、目標の相対距離が広範に変化し、あるいはその目標の表面の起伏が多様に
異なる可能性がある場合であっても、目標の種類やその目標の表面の状態および気象状態
等に対して柔軟に適応しつつ、送信波のレベルの制限が実現される。
　本発明では、その目標の表面における起伏や気象状態が多様に異なる可能性がある場合
であっても、送信波のレベルの制限が実現される。
【００２６】
　本発明では、目標の起伏や気象状態が多様に異なる可能性がある場合であっても、送信
波のレベルの制限が実現される。
　本発明では、上記伝搬路における実体的な気象状態の変化に対して柔軟に適応した送信
波のレベルの制限が実現される。
【００２７】
　本発明では、このような照射密度が一定である場合に比べて、送信波のレベルが小さな
値に制限され、消費電力およびランニングコストの削減がさらに図られると共に、目標お
よびその周辺に設置されている電子機器に対する干渉や妨害の軽減がより確度高く実現さ
れる。
　本発明では、構成および仕様の柔軟性が高められ、かつハードウェアの構成が簡略化さ
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れる。
【００２８】
　本発明では、送信波の放射点や照射方向が一定であり、あるいは変更できない場合であ
っても、目標における送信波の散乱の程度が識別され、その散乱の程度に基づいて目標の
種類および反射体としての特性を識別することが可能となる。
　本発明では、本発明は、このような遅延プロファイルを得るために特別なハードウェエ
やソフトウェアが付加されることなく、ＦＭ－ＣＷ方式の装置に柔軟に適用可能である。
【００２９】
　本発明では、本発明は、ハードウェアやソフトウェアの構成が複雑化することなく、Ｆ
Ｍ－ＣＷ方式の機器における送信波のレベルの制限を実現することができる。
　本発明では、目標における散乱の程度が精度よく安定に評価され、その散乱の程度に基
づく送信電力制御その他の処理の精度および安定性に併せて、信頼性が高められる。
【００３０】
　したがって、本発明は、構成が複雑化することなく、目標との相対的な距離や速度の如
何にかかわらず、その距離に併せて、目標の散乱特性、種類、状況の特定や推定が精度よ
く達成され、多様な用途への応用が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の第一および第二の実施形態を示す図である。
【図２】本発明において目標の種類や散乱係数が識別される原理を説明する図である。
【図３】レベル判定器の濾波特性を示す図である。
【図４】第一の実施形態によって実現される送信電力制御を説明する図である。
【図５】第二の実施形態におけるプロセッサの動作フローチャートである。
【図６】第二の実施形態において参照されるテーブルの構成を示す図である。
【００３２】
【図７】第一および第二の実施形態の他の構成を示す図である。
【図８】ＦＭ－ＣＷ方式が適用されたレーダ装置の構成例を示す図である。
【図９】従来例の課題を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、図面に基づいて本発明の実施形態について詳細に説明する。
　図１は、本発明の第一および第二の実施形態を示す図である。
　図において、図８に示すものと同じ要素については、同じ符号を付与し、ここではその
説明を省略する。
【００３４】
　本実施形態と図８に示す従来例との構成の相違点は、以下の点にある。
(1) 中間周波増幅器３６の出力に縦続接続されたレベル検出器１１が備えられる。
(2) プロセッサ４２に代えてプロセッサ１２が備えられる。
(3) レベル検出器１１の出力がそのプロセッサ１２の対応する入力ポートに接続される。
【００３５】
〔第一の実施形態〕
　以下、図１を参照して本発明の第一の実施形態の動作を説明する。
　本実施形態の特徴は、送信アンテナ３４Ｔから放射される送信波のレベルを可変する「
送信電力制御」が後述する通りにレベル検出器１１とプロセッサ１２との連係の下で行わ
れる点にある。
【００３６】
　まず、本実施形態において「送信電力制御」の基準となる受信波の周波数スペクトラム
について説明する。
　送信アンテナ３４Ｔおよび受信アンテナ３４Ｒの主ローブは、一般に、海面、湖面、地
表等の方向にファン状に形成される。



(8) JP 2010-237085 A 2010.10.21

10

20

30

40

50

【００３７】
　したがって、受信アンテナ３４Ｒに到来する受信波に応じて周波数変換器３５が生成す
る中間周波信号のスペクトラムは、以下の通りに、その受信波が発生する地理的な領域の
状況に応じて異なり、かつ上述した海面、湖面、地表等の内、送信波が照射された領域の
各部から到来する受信波の「遅延プロファイル」を意味する。
【００３８】
(1) 海面や湖面のように比較的平坦な領域で送信波が反射することによって受信波が発生
した場合には、その領域における送信波の反射の過程におけるその送信波の散乱が少ない
ため、図２（ａ）に示すように、狭帯域に集中して分布する。
【００３９】
(2) しかし、例えば、地表のように、多様な地形や地物に起因して散乱が生じやすい領域
で送信波が反射する場合には、図２（ｂ）に示すように、広い帯域に分布する。しかも、
このようなスペクトラムが分布する帯域は、該当する領域に雨水が滞留し、またはその領
域にアスファイル等による舗装が施され、あるいは雪が積もっている等の状況に応じて散
乱の程度が異なるために、例えば、図２（ｃ）に実線、破線、点線でそれぞれ示すように
異なる。
【００４０】
　レベル検出器１１は、図３に示すように、異なる通過域ｂ１～ｂｎをそれぞれ有する複
数ｎのバンドパスフィルタを有する。これらの通過域は、同図に示すように、周波数変換
器３５から中間周波増幅器３６を介して与えられる中間周波信号の周波数スペクトラムが
分布し得る帯域内に設定される。レベル検出器１１は、このような複数ｎのバンドパスフ
ィルタを個別に通過した信号の電力値Ｐ１～Ｐｎの組み合わせをプロセッサ１２に引き渡
す。
【００４１】
　プロセッサ１２は、これらの複数ｎの電力値Ｐ１～Ｐｎに個別に対応し、かつ既述の高
度データを所望の精度で求めるために確保されるべき最小の電力を示す閾値ＴＨ１～ＴＨ
ｎが予め与えられる。
　これらの閾値ＴＨ１～ＴＨｎは、既述の高度データを求めるために与えられるべき最小
のレベルの中間周波信号の周波数成分（主要な周波数成分のみであってもよい。）の組み
合わせとして予め算出される。
【００４２】
　プロセッサ１２は、上述した電力値Ｐ１～Ｐｎの組み合わせが与えられると、「これら
の電力値Ｐ１～Ｐｎの閾値ＴＨ１～ＴＨｎに対する偏差」の総和が最小となるために送信
波のレベルが増減されるべき値（以下、「補正電力値」という。）を求める。
　電力制御器３３は、送信アンテナ３４Ｔから放射される送信波のレベルをこの補正電力
値に亘って可変する。
【００４３】
　すなわち、送信アンテナ３４Ｔから放射される送信波のレベルは、既述の「遅延プロフ
ァイル」の時間軸上における分散が小さいほど小さく抑えられる。
　したがって、本実施形態によれば、図８に示す従来例に比べて構成が大幅に複雑化する
ことなく、送信アンテナ３４Ｔから放射される送信波のレベルは、図４に太い実線で示す
ように、何れの高度においてもその高度の計測が安定に行われる最小の値に維持される。
【００４４】
　また、既述の海面、湖面、地表等に照射される送信波の密度が過大となることが回避さ
れるため、これらの地点だけではなく、これらの地点の周辺に位置する地域に設置されて
いる電子機器に対する干渉や妨害の程度が軽減される。さらに、本実施形態が適用された
レーダ装置では、消費電力およびランニングコストが大幅に節減される。
【００４５】
〔第二の実施形態〕
　図５は、第二の実施形態におけるプロセッサの動作フローチャートである。
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　以下、図１および図５を参照して本発明の第二の実施形態の動作を説明する。
　本実施形態の特徴は、プロセッサ１２によって行われる以下の処理の手順にある。
　プロセッサ１２の主記憶の所定の記憶領域には、図６に示すように、以下の項目の組み
合わせからなるレコードの列が予め登録されたテーブル１２Ｔが配置される。
【００４６】
(a) 目標において送信波が反射する際に生じる減衰の程度を示す減衰量の値域ＬＲ
(b) 既述の中間周波信号の周波数スペクトラムが分布する帯域ＢＲ（または、その帯域の
幅の値域ＷＲ）
【００４７】
(c) これらの値域ＬＲおよび帯域ＢＲ（値域ＷＲ）の組み合わせが成立する可能性が高い
目標の種類（例えば、水面、アスファイルで舗装された路面、芝生、平野部、山岳部等）
(d) その目標の散乱係数の公称値
【００４８】
　なお、上記周波数スペクトラムが分布する帯域およびその帯域の幅は、一般に、目標の
散乱係数に基づいて定まり、これらの帯域、幅および散乱係数の組み合わせについては、
例えば、所望の目標の種類毎に、実験や実測の結果に基づいて得られた値が統計的に処理
されることによって、予め得られる。
　また、上記値域ＬＲ、帯域ＢＲ（値域ＷＲ）については、何れも、上限値と下限値とで
挟まれた１つの範囲でなくてもよく、例えば、複数の異なる値域の組み合わせとして与え
られ、あるいは他のパラメータとの相関性の下で定義されてもよい。
【００４９】
　プロセッサ１２は、レベル検出器１１によって既述の電力値Ｐ１～Ｐｎの組み合わせが
引き渡される度に以下の処理を行う。
(1) 電力値Ｐ１～Ｐｎの総和として受信波のレベルＬｒを評価する（図５ステップＳ１）
。
【００５０】
(2) 電力制御器３３から送信アンテナ３４Ｔを介して放射されている送信波のレベルＬｔ
を把握し（図５ステップＳ２）、かつ先に求められている最新の高度に基づいて、送信ア
ンテナ３４Ｔから目標を介して受信アンテナ３４Ｒに至る伝搬路の伝搬損失δを算出する
（図５ステップＳ３）。なお、このような伝搬損失δの算出には、送信アンテナ３４Ｔお
よび受信アンテナ３４Ｒの利得と、送信アンテナ３４Ｔおよび受信アンテナ３４Ｒと目標
とで挟まれた空間における気象条件が併せて加味される。
【００５１】
(3) 下式に示す算術演算を行うことによって、上記受信波が発生した目標における減衰量
Ｌを評価する（図５ステップＳ４）。
　　Ｌ＝Ｌｔ－Ｌｒ－δ
【００５２】
(4) これらの電力値Ｐ１～Ｐｎが所定の下限値以上である帯域（既述の遅延プロファイル
が分布する時間軸上の区間を意味する。）Ｂと、その帯域の幅（同様の遅延プロファイル
が分布する時間軸上の区間の幅を意味する。）Ｗとを既述の通過域ｂ１～ｂｎの単位に識
別する（図５ステップＳ５）。
(5) 上記減衰量Ｌ、帯域Ｂ、幅Ｗの組み合わせの履歴（新しいものほど大きく重み付けさ
れて反映される。）をとる（図５ステップＳ６）。
【００５３】
(6) 上記テーブル１２Ｔに登録されたレコードの内、このような履歴として得られた減衰
量Ｌ、帯域Ｂ、幅Ｗの組み合わせの分布と相関性が最も高いレコードに登録されている「
目標の種類」および「散乱係数の公称値」として、この時点における目標の種類とこの目
標の表面における散乱係数とを推定する（図５ステップＳ７）。
(7) このようにして推定された散乱係数が小さいほど大きな比率を算定し、電力制御器３
３に対して、その比率に基づく送信波の送信電力の低減を指令する（図５ステップＳ８）
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。
【００５４】
　すなわち、既述の第一の実施形態に比べて構成が大きくことならないにもかかわらず、
目標の表面における実体的な散乱係数が精度よく推定され、その散乱係数が小さいほど送
信波のレベルが小さな値に制限される。
　したがって、本実施形態によれば、送信波の送信電力制御が既述の第一の実施形態より
精度よく、かつ安定に達成される。
【００５５】
　なお、本実施形態では、目標の種類や散乱係数は、その目標に対する高度の計測に用い
られる送信波の送信電力が必要以上に大きくなることを回避する送信電力制御のために、
参照されている。
　しかし、本発明は、このような高度の計測を行うことなく所望の目標の種類や散乱係数
を推定することによって、例えば、高速道路や一般道路における雨水の滞留、凍結、積雪
等の道路情報を取得する目標観測装置にも適用可能である。
【００５６】
　また、このような道路情報の精度は、本発明に係る目標観測装置の地理的な位置を特定
する測位系との連係により高められてもよい。
【００５７】
　さらに、送信電力制御は、節電、ランニングコストの節減、送信波のレベルが大きいこ
とに起因する電磁波妨害の軽減や回避が不要である場合には、行われなくてもよい。
【００５８】
　また、本実施形態では、目標の種類および散乱係数の推定は、既述の遅延プロファイル
が分布する時間軸上の期間やその幅によってその推定の精度が主として左右される場合に
は、上記減衰量の値域ＬＲと減衰量Ｌとの相関性が考慮されることなく行われてもよい。
【００５９】
　さらに、本実施形態では、目標の種類や散乱係数の推定は、所望の精度で実現されるな
らば、上記帯域Ｂと値域ＢＲとの相関性と、幅Ｗと値域ＷＲとの相関性との何れか一方が
考慮されることなく行われてもよい。
【００６０】
　また、上述した各実施形態では、中間周波信号の周波数スペクトラムは、ＦＦＴ（Fast
Fourier Transform)やＤＦＴ(Discrete Fourier Transform)等のディジタル処理の下で求
められてもよい。
【００６１】
　さらに、上述した各実施形態は、図７に示すように、図１に示すレベル検出器１１、レ
ベル判定器３９、ディスクリミネータ３７、積分器４０によって行われる処理の全てをデ
ィジタル信号処理として行い、かつプロセッサ１２によって行われる既述の処理を併せて
行うディジタルシグナルプロセッサ２０が備えられることによって構成されてもよい。
【００６２】
　また、上述した各実施形態では、送信波の生成および放射を実現する送信系が備えられ
ているが、このような送信系は、送信電力制御が行われるべき場合であっても、その送信
波のレベルの指定や更新に所望の速度で応答可能であるならば、別体の装置として構成さ
れ、このような装置との連係はどのような通信路や伝送路を介して行われてもよい。
【００６３】
　さらに、上述した各実施形態では、送信波は、ＦＭ－ＣＷ方式のレーダ信号として生成
されている。
　しかし、本発明は、このようなＦＭ－ＣＷ方式に限定されず、例えば、直接拡散方式に
基づいて送信波が生成される場合にも、同様に適用可能である。
【００６４】
　また、このような直接拡散方式に基づいて送信波が生成される場合には、既述の周波数
スペクトラムの分布は、その直接拡散に用いられた拡散符号との相関性の下で外部から到
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来する妨害による影響が確度高く排除された遅延プロファイルとして精度よく得ることが
できる。
【００６５】
　さらに、本発明は、既述のＦＭ－ＣＷ方式が適用された電波高度計だけではなく、例え
ば、「接岸速度計」にも同様に適用可能である。
　また、上述した各実施形態では、既述の送信電力制御は、送信波のレベルが必要以上に
大きくならず、かつ目標に対する高度の計測が安定に行われるように行われている。
【００６６】
　しかし、このような送信電力制御は、例えば、送信電力の増減に並行して、プロセッサ
１２の配下で送信アンテナ３４Ｔと受信アンテナ３４Ｒとの双方または何れか一方の主ロ
ーブの幅の絞り込みと拡大とが行われることにより、送信電力の平均値の大幅な低減が併
せて図られ、あるいはこのような主ローブの絞り込みおよび拡大のみにより実現されても
よい。
【００６７】
　さらに、本発明は、上述した実施形態に限定されず、本発明の範囲において多様な実施
形態の構成が可能であり、構成要素の全てまたは一部に如何なる改良が施されてもよい。
【００６８】
　以下、本願に開示された発明を整理し、「特許請求の範囲」および「課題を解決するた
めの手段」の欄の記載に準じた様式により列記する。
【００６９】
［請求項１］　目標に放射された送信波が前記目標で反射することによって生じた反射波
を受信し、前記送信波に対する前記反射波の遅れとして前記目標の相対距離を求める測距
手段と、
　前記反射波の遅延プロファイル上に前記遅れの識別が可能な電力の成分が分布する期間
を最小化する自動制御の下で、前記送信波のレベルを制限する送信制御手段と
　を備えたことを特徴とする目標観測装置。
【００７０】
　このような構成の目標観測装置では、測距手段は、目標に放射された送信波が前記目標
で反射することによって生じた反射波を受信し、前記送信波に対する前記反射波の遅れと
して前記目標の相対距離を求める。送信制御手段は、前記反射波の遅延プロファイル上に
前記遅れの識別が可能な電力の成分が分布する期間を最小化する自動制御の下で、前記送
信波のレベルを制限する。
【００７１】
　すなわち、送信波のレベルは、その送信波の反射波の遅延プロファイルが時間軸上で分
布する範囲が狭いほど小さな値に抑えられる。
　したがって、送信波のレベルは、上記目標の相対距離が多様に変化しても、その相対距
離の測定が可能である範囲で、なるべく小さな値に維持される。また、目標に対して送信
波が放射される密度が過大となることが回避されるため、消費電力およびランニングコス
トの節減が図られ、しかも、目標およびその目標の周辺に位置する電子機器に対する干渉
や妨害の程度が軽減される。
【００７２】
［請求項２］　請求項１に記載の目標観測装置において、
　前記反射波の遅延プロファイルが分布する時間軸上の期間または前記期間の幅を前記目
標における前記送信波の散乱の程度として識別する散乱特性識別手段を備え、
　前記送信制御手段は、
　前記識別された散乱の程度が小さいほど前記送信波のレベルを小さな値に制限する
　ことを特徴とする目標観測装置。
【００７３】
　このような構成の目標観測装置では、請求項１に記載の目標観測装置において、散乱特
性識別手段は、前記反射波の遅延プロファイルが分布する時間軸上の期間または前記期間
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の幅を前記目標における前記送信波の散乱の程度として識別する。前記送信制御手段は、
前記識別された散乱の程度が小さいほど前記送信波のレベルを小さな値に制限する。
【００７４】
　すなわち、送信波のレベルの制限は、「反射波の遅延プロファイルが時間軸上で分布す
る期間の長さ」に併せて、その期間またはこの期間の長さに基づいて識別された目標の散
乱の程度に基づいて行われる。
　したがって、目標の種類やその目標の表面の状態および気象状態等に柔軟に適応して送
信波のレベルの制限が実現される。
【００７５】
［請求項３］　請求項１に記載の目標観測装置において、
　前記送信波と前記反射波とのレベルの差と、前記反射波の遅延プロファイルが分布する
時間軸上の期間または前記期間の幅との組み合わせを前記目標における前記送信波の散乱
の程度として識別する散乱特性識別手段を備え、
　前記送信制御手段は、
　前記識別された散乱の程度が小さいほど前記送信波のレベルを小さな値に制限する
　ことを特徴とする目標観測装置。
【００７６】
　このような構成の目標観測装置では、請求項１に記載の目標観測装置において、散乱特
性識別手段は、前記送信波と前記反射波とのレベルの差と、前記反射波の遅延プロファイ
ルが分布する時間軸上の期間または前記期間の幅との組み合わせを前記目標における前記
送信波の散乱の程度として識別する。前記送信制御手段は、前記識別された散乱の程度が
小さいほど前記送信波のレベルを小さな値に制限する。
【００７７】
　すなわち、送信波のレベルの制限は、送信波および反射波の伝搬路における伝搬損失が
加味されて識別された目標の散乱の程度に基づいて行われる。
　したがって、目標の相対距離が広範に変化し得る場合であっても、目標の種類やその目
標の表面の状態および気象状態等に対して柔軟に適応しつつ、送信波のレベルの制限が実
現される。
【００７８】
［請求項４］　請求項１に記載の目標観測装置において、
　前記送信波と前記反射波とのレベルの差と、前記反射波の遅延プロファイルが分布する
時間軸上の期間と、前記期間の幅との組み合わせを前記目標における前記送信波の散乱の
程度として識別する散乱特性識別手段を備え、
　前記送信制御手段は、
　前記識別された散乱の程度が小さいほど前記送信波のレベルを小さな値に制限する
　ことを特徴とする目標観測装置。
【００７９】
　このような構成の目標観測装置では、請求項１に記載の目標観測装置において、散乱特
性識別手段は、前記送信波と前記反射波とのレベルの差と、前記反射波の遅延プロファイ
ルが分布する時間軸上の期間と、前記期間の幅との組み合わせを前記目標における前記送
信波の散乱の程度として識別する。前記送信制御手段は、前記識別された散乱の程度が小
さいほど前記送信波のレベルを小さな値に制限する。
【００８０】
　すなわち、送信波のレベルの制限は、反射波の遅延プロファイルが時間軸上で分布する
範囲と、この範囲の幅との双方に基づいて識別された目標の散乱の程度に基づいて行われ
る。
　したがって、目標の相対距離が広範に変化し、あるいはその目標の表面の起伏が多様に
異なる可能性がある場合であっても、目標の種類やその目標の表面の状態および気象状態
等に対して柔軟に適応しつつ、送信波のレベルの制限が実現される。
【００８１】
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［請求項５］　請求項１に記載の目標観測装置において、
　前記送信波と前記反射波とのレベルの差と前記相対距離に応じた前記送信波および前記
反射波の伝搬損失との差と、前記反射波の遅延プロファイルが分布する時間軸上の期間ま
たは前記期間の幅との組み合わせを前記目標における前記送信波の散乱の程度として識別
する散乱特性識別手段を備え、
　前記送信制御手段は、
　前記識別された散乱の程度が小さいほど前記送信波のレベルを小さな値に制限する
　ことを特徴とする目標観測装置。
【００８２】
　このような構成の目標観測装置では、請求項１に記載の目標観測装置において、散乱特
性識別手段は、前記送信波と前記反射波とのレベルの差と前記相対距離に応じた前記送信
波および前記反射波の伝搬損失との差と、前記反射波の遅延プロファイルが分布する時間
軸上の期間または前記期間の幅との組み合わせを前記目標における前記送信波の散乱の程
度として識別する。前記送信制御手段は、前記識別された散乱の程度が小さいほど前記送
信波のレベルを小さな値に制限する。
【００８３】
　すなわち、送信波のレベルの制限の拠り所となる散乱の程度は、反射波の遅延プロファ
イルが時間軸上で分布する期間、またはこの期間の長さだけではなく、目標において送信
波が反射する際に生じる減衰の量が加味されて識別される。
　したがって、その目標の表面における起伏や気象状態が多様に異なる可能性がある場合
であっても、送信波のレベルの制限が実現される。
【００８４】
［請求項６］　請求項１に記載の目標観測装置において、
　前記送信波と前記反射波とのレベルの差と前記相対距離に応じた前記送信波および前記
反射波の伝搬損失との差と、前記反射波の遅延プロファイルが分布する時間軸上の期間と
、前記期間の幅との組み合わせを前記目標における前記送信波の散乱の程度として識別す
る散乱特性識別手段を備え、
　前記送信制御手段は、
　前記識別された散乱の程度が小さいほど前記送信波のレベルを小さな値に制限する
　ことを特徴とする目標観測装置。
【００８５】
　このような構成の目標観測装置では、請求項１に記載の目標観測装置において、散乱特
性識別手段は、前記送信波と前記反射波とのレベルの差と前記相対距離に応じた前記送信
波および前記反射波の伝搬損失との差と、前記反射波の遅延プロファイルが分布する時間
軸上の期間と、前記期間の幅との組み合わせを前記目標における前記送信波の散乱の程度
として識別する。前記送信制御手段は、前記識別された散乱の程度が小さいほど前記送信
波のレベルを小さな値に制限する。
【００８６】
　すなわち、送信波のレベルの制限の基準となる散乱の程度は、反射波の遅延プロファイ
ルが時間軸上で分布する期間、またはこの期間の長さだけではなく、目標において送信波
が反射する際に生じる減衰の量が加味されて識別される。
　したがって、目標の起伏や気象状態が多様に異なる可能性がある場合であっても、送信
波のレベルの制限が実現される。
【００８７】
［請求項７］　請求項５または請求項６に記載の目標観測装置において、
　前記伝搬損失は、
　気象状態に起因する変動分が補償されて得られる
　ことを特徴とする目標観測装置。
【００８８】
　このような構成の目標観測装置では、請求項５または請求項６に記載の目標観測装置に
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おいて、前記伝搬損失は、気象状態に基本する変動分が補償されて得られる。
【００８９】
　すなわち、送信波のレベルの制限の拠り所となる散乱の程度は、その送信波および反射
波の伝搬路における気象状態に応じて異なる伝搬損失の変動分が加味されて識別される。
　したがって、上記伝搬路における実体的な気象状態の変化に対して柔軟に適応して送信
波のレベルの制限が実現される。
【００９０】
［請求項８］　請求項１ないし請求項７の何れか１項に記載の目標観測装置において、
　前記送信制御手段は、
　前記送信波のレベルが小さな値に制限されるほど、前記送信波が前記目標に放射される
領域を狭く設定する
　ことを特徴とする目標観測装置。
【００９１】
　このような構成の目標観測装置では、請求項１ないし請求項７の何れか１項に記載の目
標観測装置において、前記送信制御手段は、前記送信波のレベルが小さな値に制限される
ほど、前記送信波が前記目標に放射される領域を狭く設定する。
【００９２】
　すなわち、送信電力制御手段が既述の制限の下で設定する送信波のレベルは、そのレベ
ルが小さいほど、目標に対するその送信波の照射密度が高くなるため、さらに、小さな値
となる。
　したがって、このような照射密度が一定である場合に比べて、送信波のレベルが小さな
値に制限され、消費電力およびランニングコストの削減がさらに図られると共に、目標お
よびその周辺に設置されている電子機器に対する干渉や妨害の軽減がより確度高く実現さ
れる。
【００９３】
［請求項９］　目標に放射された送信波が前記目標で反射することによって生じた反射波
を受信し、前記送信波に対する前記反射波の遅れとして前記目標の相対距離を求める測距
手段と、
　前記反射波の遅延プロファイルが分布する時間軸上の期間または前記期間の幅を前記目
標における前記送信波の散乱の程度として識別する散乱特性識別手段と、
　前記識別された散乱の程度が小さいほど前記送信波のレベルを小さな値に制限する送信
制御手段と
　を備えたことを特徴とする目標観測装置。
【００９４】
このような構成の目標観測装置では、測距手段は、目標に放射された送信波が前記目標で
反射することによって生じた反射波を受信し、前記送信波に対する前記反射波の遅れとし
て前記目標の相対距離を求める。散乱特性識別手段は、前記反射波の遅延プロファイルが
分布する時間軸上の期間または前記期間の幅を前記目標における前記送信波の散乱の程度
として識別する。送信制御手段は、前記識別された散乱の程度が小さいほど前記送信波の
レベルを小さな値に制限する。
【００９５】
　すなわち、送信波のレベルの制限は、「反射波の遅延プロファイルが時間軸上で分布す
る期間の長さ」ではなく、その期間またはこの期間の長さに基づいて識別された目標の散
乱の程度に基づいて行われる。
　したがって、目標の種類やその目標の表面の状態および気象状態等に対して柔軟に適応
して送信波のレベルの制限が実現される。
【００９６】
［請求項１０］　目標に放射された送信波が前記目標で反射することによって生じた反射
波を受信し、前記送信波に対する前記反射波の遅れとして前記目標の相対距離を求める測
距手段と、
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　前記送信波と前記反射波とのレベルの差と前記相対距離に応じた前記送信波および前記
反射波の伝搬損失との差、前記反射波の遅延プロファイルが分布する時間軸上の期間また
は前記期間の幅との組み合わせを前記目標における前記送信波の散乱の程度として識別す
る散乱特性識別手段と、
　前記識別された散乱の程度が小さいほど前記送信波のレベルを小さな値に制限する送信
制御手段と
　を備えたことを特徴とする目標観測装置。
【００９７】
　このような構成の目標観測装置では、測距手段は、目標に放射された送信波が前記目標
で反射することによって生じた反射波を受信し、前記送信波に対する前記反射波の遅れと
して前記目標の相対距離を求める。散乱特性識別手段は、前記送信波と前記反射波とのレ
ベルの差と前記相対距離に応じた前記送信波および前記反射波の伝搬損失との差、前記反
射波の遅延プロファイルが分布する時間軸上の期間または前記期間の幅との組み合わせを
前記目標における前記送信波の散乱の程度として識別する。送信制御手段は、前記識別さ
れた散乱の程度が小さいほど前記送信波のレベルを小さな値に制限する。
【００９８】
　すなわち、送信波のレベルの制限は、送信波および反射波の伝搬路における伝搬損失が
加味されて識別された目標の散乱の程度に基づいて行われる。
　したがって、目標の相対距離が広範に変化し得る場合であっても、目標の種類やその目
標の表面の状態および気象状態等に対して柔軟に適応しつつ、送信波のレベルの制限が実
現される。
【００９９】
［請求項１１］　目標に放射された送信波が前記目標で反射することによって生じた反射
波を受信し、前記送信波に対する前記反射波の遅れとして前記目標の相対距離を求める測
距手段と、
　前記送信波と前記反射波とのレベルの差と前記相対距離に応じた前記送信波および前記
反射波の伝搬損失との差、前記反射波の遅延プロファイルが分布する時間軸上の期間と、
前記期間の幅との組み合わせを前記目標における前記送信波の散乱の程度として識別する
散乱特性識別手段と、
　前記識別された散乱の程度が小さいほど前記送信波のレベルを小さな値に制限する送信
制御手段と
　を備えたことを特徴とする目標観測装置。
【０１００】
　このような構成の目標観測装置では、測距手段は、目標に放射された送信波が前記目標
で反射することによって生じた反射波を受信し、前記送信波に対する前記反射波の遅れと
して前記目標の相対距離を求める。散乱特性識別手段は、前記送信波と前記反射波とのレ
ベルの差と前記相対距離に応じた前記送信波および前記反射波の伝搬損失との差、前記反
射波の遅延プロファイルが分布する時間軸上の期間と、前記期間の幅との組み合わせを前
記目標における前記送信波の散乱の程度として識別する。送信制御手段は、前記識別され
た散乱の程度が小さいほど前記送信波のレベルを小さな値に制限する。
【０１０１】
　すなわち、送信波のレベルの制限は、反射波の遅延プロファイルが時間軸上で分布する
範囲と、この範囲の幅との双方に基づいて識別された目標の散乱の程度に基づいて行われ
る。
　したがって、目標の相対距離が広範に変化し、あるいはその目標の表面の起伏が多様に
異なる可能性がある場合であっても、目標の種類やその目標の表面の状態および気象状態
等に対して柔軟に適応しつつ、送信波のレベルの制限が実現される。
【０１０２】
［請求項１２］　請求項１ないし請求項１１の何れか１項に記載の目標観測装置において
、
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　前記送信制御手段および前記散乱特性識別手段は、
　これらの手段の機能をディジタル信号処理として実現するディジタルシグナルプロセッ
サとして構成された
　ことを特徴とする目標観測装置。
【０１０３】
　このような構成の目標観測装置では、請求項１ないし請求項１１の何れか１項に記載の
目標観測装置において、前記送信制御手段および前記散乱特性識別手段は、これらの手段
の機能をディジタル信号処理として実現するディジタルシグナルプロセッサとして構成さ
れる。
【０１０４】
　すなわち、目標における散乱の程度の識別と、その散乱の程度に基づく送信波のレベル
の制限とは、何れも、上記ディジタル信号処理として実現され、そのディジタル信号処理
はソフトウェアとして柔軟な形態で組み込み可能である。
　したがって、構成および仕様の柔軟性が高められ、かつハードウェアの構成が簡略化さ
れる。
【０１０５】
［請求項１３］　目標に放射された送信波が前記目標で反射することによって生じた反射
波を受信する受信手段と、
　前記反射波の遅延プロファイルが分布する時間軸上の期間または前記期間の幅を前記目
標における前記送信波の散乱の程度として識別する散乱特性識別手段と
　を備えたことを特徴とする目標観測装置。
【０１０６】
　このような構成の目標観測装置では、受信手段は、目標に放射された送信波が前記目標
で反射することによって生じた反射波を受信する。散乱特性識別手段は、前記反射波の遅
延プロファイルが分布する時間軸上の期間または前記期間の幅を前記目標における前記送
信波の散乱の程度として識別する。
【０１０７】
　すなわち、目標における送信波の散乱の程度は、その目標の起伏のバラツキや反射波の
強度のバラツキではなく、該当する目標において送信波が反射することによって生じた反
射波の遅延プロファイルに基づいて識別される。
　したがって、送信波の放射点や照射方向が一定であり、あるいは変更できない場合であ
っても、目標における送信波の散乱の程度が識別され、その散乱の程度に基づいて目標の
種類および反射体としての特性を識別することが可能となる。
【０１０８】
［請求項１４］　目標に放射された送信波が前記目標で反射することによって生じた反射
波を受信する受信手段と、
　前記送信波と前記反射波とのレベルの差と、前記反射波の遅延プロファイルが分布する
時間軸上の期間または前記期間の幅との組み合わせを前記目標における前記送信波の散乱
の程度として識別する散乱特性識別手段と
　を備えたことを特徴とする目標観測装置。
【０１０９】
　このような構成の目標観測装置では、受信手段は、目標に放射された送信波が前記目標
で反射することによって生じた反射波を受信する。散乱特性識別手段は、前記送信波と前
記反射波とのレベルの差と、前記反射波の遅延プロファイルが分布する時間軸上の期間ま
たは前記期間の幅との組み合わせを前記目標における前記送信波の散乱の程度として識別
する。
【０１１０】
　すなわち、目標における送信波の散乱の程度は、その目標の起伏のバラツキや反射波の
強度のバラツキではなく、該当する目標において送信波が反射することによって生じた反
射波の遅延プロファイルに基づいて識別される。
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　したがって、送信波の放射点や照射方向が一定であり、変更できない場合であっても、
目標における送信波の散乱の程度が識別され、その散乱の程度に基づいて目標の種類およ
び反射体としての特性を識別することが可能となる。
【０１１１】
［請求項１５］　目標に放射された送信波が前記目標で反射することによって生じた反射
波を受信する受信手段と、
　前記送信波と前記反射波とのレベルの差と、前記反射波の遅延プロファイルが分布する
時間軸上の期間と、前記期間の幅との組み合わせを前記目標における前記送信波の散乱の
程度として識別する散乱特性識別手段と
　を備えたことを特徴とする目標観測装置。
【０１１２】
　このような構成の目標観測装置では、受信手段は、目標に放射された送信波が前記目標
で反射することによって生じた反射波を受信する。散乱特性識別手段は、前記送信波と前
記反射波とのレベルの差と、前記反射波の遅延プロファイルが分布する時間軸上の期間と
、前記期間の幅との組み合わせを前記目標における前記送信波の散乱の程度として識別す
る。
【０１１３】
　すなわち、目標における送信波の散乱の程度は、その目標の起伏のバラツキや反射波の
強度のバラツキではなく、該当する目標において送信波が反射することによって生じた反
射波の遅延プロファイルに基づいて識別される。
　したがって、送信波の放射点や照射方向が一定であり、変更できない場合であっても、
目標における送信波の散乱の程度が識別され、その散乱の程度に基づいて目標の種類およ
び反射体としての特性を識別することが可能となる。
【０１１４】
［請求項１６］　請求項１ないし請求項１５の何れか１項に記載の目標観測装置において
、
　前記送信波は、
　ＦＭ－ＣＷ方式に基づいて生成され、
　前記反射波の遅延プロファイルは、
　前記送信波に基づく前記反射波の周波数変換の結果として得られた中間周波信号の周波
数スペクトラムの分布として与えられる
　ことを特徴とする目標観測装置。
【０１１５】
　このような構成の目標観測装置では、請求項１ないし請求項１５の何れか１項に記載の
目標観測装置において、前記送信波は、ＦＭ－ＣＷ方式に基づいて生成される。前記反射
波の遅延プロファイルは、前記送信波に基づく前記反射波の周波数変換の結果として得ら
れた中間周波信号の周波数スペクトラムの分布として与えられる。
【０１１６】
　すなわち、送信波のレベルの制限の基準となる遅延プロファイルは、反射波からＦＭ－
ＣＷ方式の下で生成された中間周波信号の成分の周波数上の分布として得られる。
　したがって、本発明は、このような遅延プロファイルを得るために特別なハードウェエ
やソフトウェアが付加されることなく、ＦＭ－ＣＷ方式の装置に柔軟に適用可能である。
【０１１７】
［請求項１７］　請求項１６に記載の目標観測装置において、
　前記反射波の遅延プロファイルは、
　前記周波数スペクトラムが分布する帯域に配置された異なった複数の帯域に個別に分布
する電力の組み合わせとして与えられる
　ことを特徴とする目標観測装置。
【０１１８】
　このような構成の目標観測装置では、請求項１６に記載の目標観測装置において、前記
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った複数の帯域に個別に分布する電力の組み合わせとして与えられる。
【０１１９】
　すなわち、遅延プロファイルは、反射からＦＭ－ＣＷ方式の下で生成された中間周波信
号の成分が分布する帯域内に通過域を有する複数のフィルタによって抽出される電力の組
み合わせとして識別される。
　したがって、本発明は、ハードウェアやソフトウェアの構成が複雑化することなく、Ｆ
Ｍ－ＣＷ方式の機器における送信波のレベルの制限を実現することができる。
【０１２０】
［請求項１８］　請求項１ないし請求項１５の何れか１項に記載の目標観測装置において
、
　前記送信波は、
　所定の一次変調の下で得られた信号に直接拡散処理が施されることによって生成され、
　前記反射波の遅延プロファイルは、
　前記直接拡散処理に用いられた拡散符号と、前記反射波との時間軸上における相関とし
て与えられる
　ことを特徴とする目標観測装置。
【０１２１】
　このような構成の目標観測装置では、請求項１ないし請求項１５の何れか１項に記載の
目標観測装置において、前記送信波は、所定の一次変調の下で得られた信号に直接拡散処
理が施されることによって生成される。前記反射波の遅延プロファイルは、前記直接拡散
処理に用いられた拡散符号と、前記反射波との時間軸上における相関として与えられる。
【０１２２】
　すなわち、反射波の遅延プロファイルは、反射波と共に到来する雑音（外乱）の影響が
大幅に軽減されて得られる。
　したがって、目標における散乱の程度が精度よく安定に評価され、その散乱の程度に基
づく送信電力制御等の処理の精度および安定性に併せて、信頼性が高められる。
【符号の説明】
【０１２３】
１１　レベル検出器
１２,４２　プロセッサ
１２Ｔ　テーブル
２０　ディジタルシグナルプロセッサ
３１　発振器
３２　方向性結合器
３３　電力制御器
３４Ｒ　受信アンテナ
３４Ｔ　送信アンテナ
３５　周波数変換器
３６　中間周波増幅器
３７　ディスクリミネータ
３８　検波器
３９　レベル判定器
４０　積分器
４１　鋸波発生器
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